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　健診を受けた後に、更なる詳細な検査と経過観察が必要な方のための検査項目を用意して
います。検査内容によって受診病院がかわりますので、下記までお問合せください。
　なお、健診結果によっては受けることができない場合があります。
　また、予定検査数の上限を上回った段階で受付を終了します。
■対 象 条 件　70歳未満の町民で、１年以内の健診の結果を持っている方。　※保険の種類は問いません。
■検査の種類
　◦糖 負 荷 試 験　�HbA1cが5.6から5.9％、血糖値が100～109mg/dlだった人、糖尿病の家族歴がある人、

高血圧・脂質異常症がある人に適した検査です。　
　◦腹部エコー検査　肝機能異常があった人、体重が増えた人に適しています。
　◦血 圧 脈 波 検 査　�血管年齢がわかる検査です。血圧、血糖、脂質が高い人や、歩いていると足がしびれた

り、足が冷たくなってしまう人にお勧めです。
　◦血液検査・尿検査　法定の健診項目以外の検査が入っています。腎臓の機能を知りたい方にお勧めです。
　◦内 臓 脂 肪 検 査　�内臓脂肪と皮下脂肪を正確に測定します。「筋肉質」なのか「隠れた脂肪がある」のか

がわかります。
問合せ／町民保健センター　TEL�75-0359

　核家族や共働きが増え、家庭にお
ける父親の役割は大きくなっていま
す。自ら父親であることを楽しみ、
家族が笑って過ごせるライフスタイ
ルを選択してみませんか？お父さん
の育児を応援する講座を開催します
ので、ぜひ、ご参加ください。

福祉課から

詳細な健診を受けてみませんか

　この制度は、在宅で暮らす高齢者および障がい者等が、
地域の中で安全安心に暮らすことができるように、災害時
の支援体制を整備するものです。
　登録または制度に関する問合せについては、下記へご連
絡ください。

　本町に住所を有し、下記の要件のいずれかに該当する方で、災害時において安否
確認および避難行動の支援を希望する方です。

【対象要件】

１ 身体障害者手帳の交付を受けている方で、障害の程度
が１級または２級に該当する方

２ 療育手帳の交付を受けている方で、Ａ判定を受けた方

３ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、障
害の程度が１級に該当する方

４ 要介護認定を受けた方で、要介護状態区分が要介護３
以上の方

５ 難病の患者に対する医療等に関する法律の規定により
指定難病の診断を受けた方

６ 70歳以上のひとり暮らし高齢者
７ 70歳以上の高齢者のみで構成される世帯に属する方

支援の対象となる方

介護支援課から
「別海町災害時避難行動
要支援者支援制度」の
登録について

「お父さん応援講座」を開催します

　なお、登録を希望される方は、以下の事項を了承
していただきます。
⑴�申請時に提出された氏名、住所、連絡先および身
体状況等の個人情報については、支援等が円滑に
行われるよう、居住されている地域の町内会、民
生委員、児童委員および消防署（団）へ提供します。
⑵�大規模災害時には、誰もが被災者になる可能性が
あるため、支援の遅れまたは支援を受けられない
場合も想定されます。申請によって支援が必ず行
われることを保障するものではありません。

問合せ／高齢者福祉担当（内線1317）

保健課から

■日　時　10月16日㈰　午後１時から３時
■場　所　子育て支援センター（中央児童館内）
■対　象　子育て中のお父さん、これからお父さんになる方
■内　容　子育てにおける父親の役割についての講演
■講　師　未定　　■参加料　無料
■その他　お母さんとお子さんを対象にしたイベントも用意しています。

　問合せ・申込み／役場福祉課こども・子育て担当　TEL�75-2111（内線1313）
　　　　　　　　　子育て支援センター　TEL�75-1828
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上杉貞賞の
推薦について

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆除雪作業団体を募集
　町では、要保護世帯に対し、緊急事態に備えるため除雪事
業を行っていますが、近年、除雪作業団体の減少により除雪
の実施に支障が生じています。
　除雪事業を継続していくため、下記のとおり除雪作業団体
を募りますので、協力していただける団体はご連絡ください。
■期　　間　平成28年12月１日から平成29年３月31日
■範　　囲　町内の市街地
■内　　容　�降雪10センチ以上のときに町からの指示によ

り出動し、玄関先から公道までを人力除雪する。
■委 託 料　町の算出規定に基づき別途契約
■募集締切　10月28日㈮

問合せ／社会・障がい福祉担当（内線1310）

　町では、下記のとおり ｢上杉貞賞※｣ の被表彰者の推薦を募集し
ています。
　この賞は、知的障がいのある方で、「社会貢献などにより、他の
模範や励みとなった方」を表彰するものです。該当となる方がいる
場合は、ぜひ、ご推薦ください。

■募 集 期 間　10月５日㈬から10月31日㈪
■推 薦 対 象 者　�町内に居住する知的障がい者で、自立更生、善行、社会に貢献するなど、他の模範や励みと

なった方
■推 薦 方 法　所定の推薦書に記入し、下記担当へ提出してください。
■被表彰者の決定　審査会を実施し、町長が決定します。表彰式は12月上旬の予定です。

問合せ／社会・障がい福祉担当（内線1311）

福祉課から

　入浴施設「別海 道の宿 温泉 しまふくろ
う」が、福祉入浴券利用施設の対象外とな
りましたので、お知らせします。

問合せ／社会・障がい福祉担当
（内線1312）

福祉入浴券利用施設
のお知らせ

※上杉貞賞は、名誉町民である上杉貞氏の遺徳をしのび、ご家族から福祉の向上に
　寄与することを目的に寄せられた資金を「上杉貞賞基金」としています。

問合せ／日本赤十字社別海町分区（社会福祉協議会内）TEL�75-2148

※�陸上自衛隊別海駐屯地で
の献血は、自衛隊員のみ
を対象としています。

実施日 実施場所 受付時間

10月４日㈫
JA道東あさひ本所兼別海支所  9：00～11：30
㈱べつかい乳業興社 13：00～14：30
雪印メグミルク㈱別海工場 15：00～16：30

10月５日㈬
陸上自衛隊別海駐屯地※  9：00～12：00
JA道東あさひ西春別支所 13：30～16：30

10月６日㈭ 別海町役場
 9：00～11：45
13：00～16：30

10月７日㈮
JA道東あさひ上春別支所  9：00～11：15
㈱明治西春別工場 13：00～14：15
森永乳業㈱別海工場 14：45～16：00

献血のお知らせ
移動献血車「ひまわり号」巡回日程

ご協力を
お願いします。

第２回献血を実施します
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第19回

●�ごみの分別は、プラスチック・ペットボトル・発泡スチロール・紙くず等の可燃物と、空き缶・金属類・ビン
類等の不燃物に分けてください。　※一斉清掃のごみは、汚れているためリサイクル分別は行いません。
●�ごみの収集袋として肥料袋は使用しないでください。町指定袋か、透明または半透明の袋を使用してください。
●�廃タイヤ、廃家電等の不法投棄されたものは、収集せずに町民課までご連絡ください。担当者が現地確認の上、
所管課で対応いたします。
●�家庭ごみの持ち込みは、絶対にしないでください。 問合せ／町民生活担当（内線1212）

相談例

町民課から
10月17日㈪から23日㈰は行政相談週間です

し尿と家庭廃水のくみ取りのお知らせ
　１１月のくみ取り地区は、別海、本別海、走古丹、中春別、豊原、美原、尾岱沼、
床丹、野付半島となります。11月にくみ取りが必要な方は、１０月２０日までに
お申込みください。
※ 12月から３月までは、凍結するため家庭廃水のくみ取りを行いません。家庭廃水のくみ取りが必要な方は、

忘れずにお申込みください。 問合せ／町民生活担当（内線1211～1213）

問合せ／町民生活担当（内線1213）

　行政相談委員は、皆さんと行政のパイプ役です。
　行政相談委員は、総務省から委嘱を受けた民間有識者で、国や行政の仕事に関する
苦情などの相談を広く受け付け、助言や関係機関に対して通知などを行い解決の促進
を図ります。
　行政の仕事について納得ができないこと、困っていること、ご意見ご要望などがあ
りましたら、お気軽に行政相談委員へご連絡ください。

国の行政等に関する相談をお寄せください

◦道路がでこぼこなので、補修して欲しい。
◦登記や社会保険について聞きたいことがある。
◦役所に相談したいが、担当窓口がわからない。

■小西美紀子さん　TEL 75-3132
■及川　　實さん　TEL 77-3051
行政相談委員は、随時相談を受け付けています。

総務省釧路行政評価分室でも相談を受け付けています。「行政苦情110番」TEL 0570-090-110（全国共通）

本町の行政相談員

一斉清掃に参加するときのお願い

秋の一斉清掃を実施します
　道路や空き地に散乱しているごみや空き缶を拾い、町をきれいにする
秋の一斉清掃を実施します。地域や町内会で計画を立て、みんなでごみ
を拾いましょう。

※�地域や町内会によって実施日
が異なる場合があります。
　�参加するときは、町内会の指
示により参加してください。

実施日
10月16日日

　８月21日に開催を予定していた「第19回町民健康づくりパークゴ
ルフ大会」は、雨天決行としていましたが、激しい雨のため、残念な
がらプレーを行うことができませんでした。
　このため、当日集まった82名を対象に、国民健康保険の現状につ
いての説明や特定健診の受診を呼びかけ、健康に対する意識と関心を
高める機会としました。

問合せ／国民健康保険担当（内線1215～1217）

町民健康づくり
パ－クゴルフ大会
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別海町ごみの減量化大作戦! その24
　５月１日からごみ・資源の分別区分が12分別から17分別に変更となりました。既に、全
戸配布しました新しい「ごみ出しルール」を改めてご確認の上で分別をお願いします。
　リサイクル率30％を達成するために最も分別をお願いしたい「紙類」の分別区分をまと
めた表を、以下のとおり作成しました。

　いま一度、もえるごみにリサイクル可能な紙類が混入することのないよう、家庭の中で掲示し、ごみステーショ
ンに出す前に確認してください。
べつかいのごみ出しルール「紙」の分別事典

　５月１日から、「きれいな古繊維」と「テレビ以外の小型家電」については、ごみステーションに排出可能と
しましたので、現在、町内数箇所に設置している専用の回収ボックスを10月末をもって撤去します。
　最寄りのごみステーションを利用し、引き続き古繊維と小型家電のリサイクルにご協力をお願いします。
　また、「きれいな古繊維」、「使えるくつ・かばん」、「紙類」は、雨の日にごみステーションに出すと、せっか
く分別して頂いた資源がリサイクルすることができない場合がありますので、晴れた日を選んで排出願います。

問合せ／町民生活担当（内線1212・1213）

目指せ！
リサイクル率

30％!

分別区分 分　　　　　類 例

もえるごみ

商品そのものが紙類等でできているもの
で汚れているもの ◦タバコの燃えがら　◦紙おむつ　◦衛生用品　◦ペットシート

リサイクルすることができない一枚ものの紙 ◦レシート　◦写真　◦感熱紙
中身と分離することが難しい紙 ◦紅茶等のティーバッグ　◦乾燥剤、脱酸素剤、保冷剤を直接入れた個袋

もえないごみ 長いために焼却施設の機械に絡む紙 ◦紙ひも
危険ごみ 発火性のあるもの ◦花火

紙製容器包
装・雑がみ

※ 紙製容器包
装と雑がみ
は、一緒に
まとめてご
みステーシ
ョンに出す
ことができ
ます。

紙製容器包装

商品の紙の容器
◦�「紙」マークが表示されている紙製の容器（ティッシュペーパーの紙箱、ヨーグ
ルトやカップめん等の紙のカップ状の容器、レトルトカレーやお菓子の紙の箱、
住宅用洗剤等の紙の箱、内側がアルミ箔で覆われた飲料の紙パックなど）
◦通信販売の商品が入った紙の容器　◦通信販売で購入した商品の宅配便の箱

商品の紙の包装 ◦病院外の薬局で処方される薬袋　◦カップ焼きそばやカップめん等の紙のふた　
◦ファーストフード店の商品の紙の包装　◦通信販売の商品が入った紙の包装

商品の保護または固定の
ために使用されているも
の

◦菓子用や贈答用商品の中の紙の台紙、中仕切り、上げ底、合紙　
◦クレヨンケースの中敷　◦消臭剤、芳香剤等のケースを組み込んだ台紙
◦容器に入れられたワイシャツの襟部分の内側の紙
◦容器に入れられた靴の型くずれを防ぐための紙製の詰め物
◦缶ビール6缶を束ねる紙の包装
◦ヨーグルトやプリンを3つ包装した商品の台紙

ふた、トレーに準ずるもの ◦バター等の表面を覆った紙製フィルム　◦まんじゅうの敷き紙

雑 　 が 　 み

リサイクル可能な一枚も
のの紙

◦リーフレット　◦葉書　◦手紙　◦作文　◦宿題のプリント　◦ふせん紙
◦カレンダー

商品ではなくサービスの
提供により使用されてい
る紙の容器と紙の包装

◦知り合いからの贈り物等に利用された宅配便の容器と包装
◦クレジット会社やファンクラブの会報誌を入れた封筒
◦フィルムのネガを入れた紙袋　◦病院内で提供される薬の紙袋

容器、包装そのものが商
品の紙

◦�商品として販売されている手提げ紙袋、紙の箱、包装紙、紙の封筒、紙コップ、
紙皿（汚れているものはもえるごみ）

紙の容器、紙の包装である
が中身が商品でないもの

◦手紙やダイレクトメールを入れた紙の封筒　◦景品、商品、試供品の容器と包装
◦ご近所や親戚にものを差し上げるために家庭内で使用した容器や包装
◦有価証券（商品券やビール券等）を入れた紙袋または紙箱
◦切符、郵便切手、入場券等を入れた紙袋
◦金融機関等で配布される現金を入れる紙袋

容器や包装でない紙の不
要物

◦ラップフィルムの芯　◦トイレットペーパーの芯
◦不要になったステッカー、シール、小さなテープ類

保管時の品質保持に必要な
つぎの紙の容器と紙の包装

◦CDやDVDの紙製のケース
◦複数冊のポケット式アルバムをまとめて入れる紙のケース　◦書籍の外カバー

事業系一般廃棄物 ◦事業活動に伴って発生した紙類で汚れていないもの
新　　　聞 ◦新聞紙　◦新聞の折込チラシ　※小さな冊子は「雑誌」です。

雑　　　誌 売っている冊子、刊行物 ◦週刊誌　◦情報誌　◦マンガ　◦書籍、文庫本　◦ノート、学習帳　◦教科書　
◦参考書　◦ドリル

無料の冊子 ◦カタログ　◦パンフレット

ダンボール
◦段ボール　◦段ボール素材の仕切材および緩衝材
※金具はもえないごみ、ビニールテープはもえるごみです。
◦ホームセンターで買った段ボールで不要になったもの

紙パック ◦�牛乳、ジュース、お茶などの紙パックで中身が銀色のアルミでコーティングされ
ていないもの（紙パックリサイクルマークが表示されています）
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